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Ｒ１国道 20号東山下橋人道橋下部工事で 

「見積活用方式」「間接工事費実績変更方式」を試行。 

昨今、工事発注において予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、

入札のとりやめや不調が予想される工事について不調・不落対策を試行しております。 

今回発注する「Ｒ１国道 20 号東山下橋人道橋下部工事」は、一般国道２０号東京

都八王子市南浅川地区において、人道橋の下部工を施工するものです。標準的な積算

と実勢価格に乖離が生じることが予想されることから、以下の①、②について試行を

行います。 

①「見積活用方式」 

 本工事は、入札参加者から見積の提出を求め、その価格の妥当性を検証の上、予定価格

に反映する「見積活用方式」を試行します。 

見積を求める工種は、直接工事費の「土工」、「仮設工」、「基礎工」、「躯体工」、「護岸工」

に係るものとし、予定価格作成のための参考とします。 

②「間接工事費実績変更方式」 

本工事は、運搬費・安全費について、標準的な積算と実勢価格に乖離が生じると予想さ

れるため、その妥当性を確認の上、実績により共通仮設費（率分）を変更する「間接工事

費実績変更方式」を試行します。 
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《Ｒ１国道20号東山下橋人道橋下部工事 工事概要》

（１）工事名 ：Ｒ１国道２０号東山下橋人道橋下部工事 

（２）工事場所：東京都八王子市南浅川地先 

（３）工期  ：契約締結の翌日から令和２年３月３１日までとする。（予定） 

（４）入札方式：一般競争入札 総合評価方式（施工能力評価型Ⅱ型） 

（５）工事種別：一般土木工事 

（６）工事内容（概要） 

場所打杭工 １２本、橋台躯体工 ２１．０m3、護岸基礎工 ２２ｍ 

法覆護岸工 ６３．０ｍ２、構造物撤去工 １式、土留め・仮締切工 １式 

（７）見積の提出を求める工種「見積活用方式」 

直接工事費のうち、「土工」、「仮設工」、「基礎工」、「躯体工」、「護岸工」に係るもの 

（８）見積の提出を求める理由 

本工事は、供用中の既設橋に近接した箇所において、人道橋の下部工、護岸を施工す

る工事です。施工にあたっては、作業スペース、資材置き場がＡ２側のみに確保が出来

ず、限られたスペースでの施工となることから、作業効率の低下が懸念されます。 

以上の点より、標準的な積算と実勢価格に乖離が生じることが考えられるため「見積

活用方式」を試行します。 

（９）実績により変更を行う工種「間接工事費実績変更方式」 

共通仮設費（率分）のうち、運搬費、安全費 

（１０）実績により変更を行う理由 

本工事は、一般国道２０号東京都八王子市南浅川地区において人道橋の下部工を施工

するものです。当該箇所は対面２車線の狭隘な箇所で、Ｓ字カーブ箇所での交通規制を

行うため、１日の交通規制において用いる規制の資材が多数必要な箇所です。また、制

約された施工ヤードでの施工、河川内施工による関係機関との調整も困難であり、地域

の特殊性から資材の運搬や交通規制において作業効率が低下することが考えられます。 

以上の点から運搬費、安全費において、標準的な積算と実勢価格に乖離が生じること

が予想されるため、その妥当性を確認の上、実績により共通仮設費（率分）を変更する

「間接工事費実績変更方式」を試行します。 

（１１）スケジュール 

○入札公告：令和元年 ７月１２日 

○入札日 ：令和元年 ９月６日
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